
日本比較法研究所 2021 年度共同研究 

12. （Gno.31）電子商取引・電子決済と法制度に関する総合的研究（電子商取引・決済法

研究会） 

 
代表：福原 紀彦 → 杉浦 宣彦（2022 年 7 月変更） 
1997/06/27（承認）1997 年度（開始） 
 
【研究の目的】 
 電子商取引と電子決済の実用化に伴い生成・発展する新しい法分野を「電子商取引・決済法」と称し
て認識し、同分野における諸問題の分析と検討につき、国際的交流と協調を図りつつ、比較法的研究を
中心にした学際的・総合的研究を行う。 
 
【研究活動及び成果】 
 本年度は、改正資金決済業法の施行にあたっての実務的問題点を、関連する諸外国の先行法制、とり
わけ、EUの動向や中華人民共和国の動向に照らして検討するとともに、研究会メンバー各位の調査研究
を進めた。本年度も、総括的な報告と討議・意見交換を行うための研究会を実地開催することは、感染
症予防対策上、不可能であった。 
著書 

当共同研究の成果の一部が、現在、完成間際で編集中の書籍『現代企業法のエッセンス』の19章～21
章において整理と活用がなされた。同書は、当研究G代表の福原所員を編著者として、当研究Gメンバー
の多くが分担執筆している。 


	12. （Gno.31）電子商取引・電子決済と法制度に関する総合的研究（電子商取引・決済法研究会）

